
２０２６年度 市場価格調整の調整係数に関するお知らせ 

 

2026年 1月 30日 

関西電力株式会社 

 

この度、２０２５年４月１日実施の電気供給条件（特別高圧・高圧）にもとづく市場価格調整につ

きまして、２０２６年度の調整係数※が確定いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。 

 

１．高圧 500キロワット未満の契約種別の場合 

年 月分 平均市場価格算定期間 調整係数 

2026年 

5月分 2026年 2月 21日から 2026年 3月 20日までの期間 0.499 

6月分 2026年 3月 21日から 2026年 4月 20日までの期間 0.153 

7月分 2026年 4月 21日から 2026年 5月 20日までの期間 0.121 

8月分 2026年 5月 21日から 2026年 6月 20日までの期間 0.122 

9月分 2026年 6月 21日から 2026年 7月 20日までの期間 0.242 

10月分 2026年 7月 21日から 2026年 8月 20日までの期間 0.254 

11月分 2026年 8月 21日から 2026年 9月 20日までの期間 0.253 

12月分 2026年 9月 21日から 2026年 10月 20日までの期間 0.179 

2027年 

1月分 2026年 10月 21日から 2026年 11月 20日までの期間 0.293 

2月分 2026年 11月 21日から 2026年 12月 20日までの期間 0.299 

3月分 2026年 12月 21日から 2027年 1月 20日までの期間 0.194 

4月分 2027年 1月 21日から 2027年 2月 20日までの期間 0.215 

 

２．高圧 500キロワット以上の契約種別の場合 

年 月分 平均市場価格算定期間 調整係数 

2026年 

4月分 2026年 2月 21日から 2026年 3月 20日までの期間 0.499 

5月分 2026年 3月 21日から 2026年 4月 20日までの期間 0.153 

6月分 2026年 4月 21日から 2026年 5月 20日までの期間 0.121 

7月分 2026年 5月 21日から 2026年 6月 20日までの期間 0.122 

8月分 2026年 6月 21日から 2026年 7月 20日までの期間 0.242 

9月分 2026年 7月 21日から 2026年 8月 20日までの期間 0.254 

10月分 2026年 8月 21日から 2026年 9月 20日までの期間 0.253 

11月分 2026年 9月 21日から 2026年 10月 20日までの期間 0.179 

12月分 2026年 10月 21日から 2026年 11月 20日までの期間 0.293 

2027年 

1月分 2026年 11月 21日から 2026年 12月 20日までの期間 0.299 

2月分 2026年 12月 21日から 2027年 1月 20日までの期間 0.194 

3月分 2027年 1月 21日から 2027年 2月 20日までの期間 0.215 

 

 



３．特別高圧の契約種別の場合 

年 月分 平均市場価格算定期間 調整係数 

2026年 

4月分 2026年 2月 21日から 2026年 3月 20日までの期間 0.493 

5月分 2026年 3月 21日から 2026年 4月 20日までの期間 0.151 

6月分 2026年 4月 21日から 2026年 5月 20日までの期間 0.119 

7月分 2026年 5月 21日から 2026年 6月 20日までの期間 0.120 

8月分 2026年 6月 21日から 2026年 7月 20日までの期間 0.239 

9月分 2026年 7月 21日から 2026年 8月 20日までの期間 0.251 

10月分 2026年 8月 21日から 2026年 9月 20日までの期間 0.250 

11月分 2026年 9月 21日から 2026年 10月 20日までの期間 0.177 

12月分 2026年 10月 21日から 2026年 11月 20日までの期間 0.289 

2027年 

1月分 2026年 11月 21日から 2026年 12月 20日までの期間 0.295 

2月分 2026年 12月 21日から 2027年 1月 20日までの期間 0.191 

3月分 2027年 1月 21日から 2027年 2月 20日までの期間 0.212 

 

 

※調整係数とは、各月の市場価格調整単価の算定に用いる係数であり、上限値をこえない範囲で、年度ご 

 とに、市場価格調整単価適用期間ごとに設定し、その年度が開始する２ヵ月前までに弊社のホームペー 

 ジ等でお知らせするものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


